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社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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■併設施設 老健（衣笠ろうけん）特養（衣笠ホーム）訪問診療クリニック 訪問看護ステーション
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■ グループ職員数750名
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パート１
医師の働き方改革
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医師の時間外労働時間の上限規定

• 超過重労働（上位１０％、２万人）の時間外労働短縮が最優先事
項
• 「時間外労働年1860時間」は３６協定でも超えられない上限

• 水準A（2024年度以降適用される水準）
• 勤務医に２０２４年度以降適用される水準
• 時間外労働年９６０時間以内・月１００時間未満

• 水準B（地域医療確保暫定特例）
• 地域医療確保暫定特例水準
• 時間外労働年1860時間以内・月１００時間未満

• 水準C（技能向上）
• 若手医師が短期間に集中的に行う技能向上のため
• 時間外労働年1860時間以内・月１００時間未満

＊連続勤務時間制限２８時間、勤務間インターバル９時間

• 働き方改革を進めるためには、地域での医療連携、さらには医療
機関の集約も必要



２６歳専攻医が過労自殺、
労災認定「３か月休日なし・時間外は月２０７時間」

・神戸大卒業後の２０２０年４
月からセンターで研修医とし
て勤務２２年４月から消化器
内科の専攻医として研修を受
けながら診療していた。
・2023年５月１７日の退勤後
、神戸市の自宅で亡くなって
いるのを訪ねた家族が見つけ
兵庫県警が自殺と断定した。
・労災認定は今年６月５日付
。認定によると、高島さんの
死亡直前１か月の時間外労働
は２０７時間５０分で、３か
月平均でも月１８５時間を超
えていた。
・休日も２月を最後に取得し
ていなかったという。
1 高島晨伍さん（26歳）遺族提供

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20230817-OYT1I50005/


高島晨伍さんの遺書



「病院として過重な労働をさせた認識はまった
くない」と改めて長時間労働の指示を否定した。

甲南医療センター具英成 院長は2023年8月17日記者会見

高島君の場合は、
ものすごく真面目
で完璧主義でした



水準A

水準B

暫定特例水準
2035年度末までに解消

2023年度末までに
解消

2024年度以降適用される
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B水準超の勤務医がいる病院
全国1500病院

2016年 2019年



大学病院
には連携
B水準が
23.3％
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2019年度 勤務医不足と医師の働き方に関するアンケート調査（日本病院会 2019年10月）14



外来や宿日直
を派遣医師に
頼っている
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働き方改革で
地域医療崩壊か？

それはオオカミ
少年だった

それはオオカミ少年だった・・・？



B水準超え

2022年



2022年7月

2024年4月

B水準超
69人

B水準超
1095人









B水準超 B水準 A水準



宿日直基準



宿日直許可（管理当直の配置）
• 労基法41条の宿日直勤務

• 仕事の終了から翌日の仕事の開始までの時間や休日について、原則として通
常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防
のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるもの

• 寝当直





宿日直許可を得
ていない病院へ
の派遣はお断り



「1時間に5人の患者を診察可」
～名ばかり管理当直？～

• 2023年2月、厚生労働省
で全国医師ユニオンによ
る緊急記者会見が行われ
た。医師の宿日直基準を
めぐって「1時間に5人程
度の患者を診察していて
も、宿日直許可を申請し
てもよい」という厚生労
働省の指導が明らかに
なった。

• 「宿日直許可をとった時
間は労働時間とみなさな
いため、これを勤務間イ
ンターバルに当ててよ
い」という指導も行って
いるという。 厚生労働省で緊急記者会見を行った

全国医師ユニオンの植山代表（中央）ら

1時間に5人、
8時間で40人？



ICU当直







宿日直許可について

• 診療側の島弘志委員（日本病院会副会長）

• 「業務負荷が大きな医師において安易に宿日直許可が出るとなれば本末転倒であ

る」（実態は「業務継続中」であるにもかかわらず、宿日直許可を得て「業務外」とな

れば、当該勤務医の負担は全く減らない）と指摘

• 「医師が常時勤務することが求められるユニット（ ICUなど）については、『医師の勤

務実態』を踏まえて、『診療報酬上の施設基準』（常時ユニット内で勤務することなど）

や『宿日直許可基準』の見直し・整理を行っていく必要がある」

• ユニットの中にも「常時の医師配置が必ずしも求められず、宿日直許可を得た医師で

対応可能なもの（急変時のわずかな処置など）」があるかもしれず、そうした実態が見

られたユニットでは「医師の常時配置」という施設基準を見直し、あわせて「宿日直許

可を得やすい」仕組みを整備することなどが考えられ、眞鍋医療課長も検討の余地

ある旨の考えを示している。





パート２
2024年診療報酬改定と

働き方改革

中医協総会 2023年6月14日



「現状の
ままでよい」



「現状のままでよい」



トップの意識が変わらなければ・・・

• 支払側の眞田享委員：日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部

会部会長代理 

• 「スタッフの働き方改革に向けてはトップの意識改革が最も重要だが、

病院では院長などの6割近くが『現状のままでよい』と考えており、こ

こを改善していかなければならない

• 診療側の江澤和彦委員：日本医師会常任理事、吉川専門委員

• 診療報酬での評価に当たっては現行の延長ではなく、より効果の出る内容

への重点化が必要である」

• 介護現場でスタッフの負担軽減のためにロボットやICT導入が進めら

れているが、介護の質維持などに関するエビデンス構築にはまだ時間

がかかる。

http://gemmed.ghc-j.com/?p=53126
http://gemmed.ghc-j.com/?p=53920
http://gemmed.ghc-j.com/?p=53920
http://gemmed.ghc-j.com/?p=53920


薬剤師、医師
事務作業補助
者が高評価



パート３
働き方改革と

診療報酬の取り組み

中医協





2022年改定







地域医療体制確保加
算を算定している医
療機関でB水準超が

微増している





地域連携体制確保加算
中医協委員の意見

• 支払側の松本真人委員（健康保険組合連合会理事） 

• 地域医療体制確保加算算定医療機関での、「時間外労働増加」については加算の効

果・成果が現れていないことは残念だ。

• 長時間労働をする勤務医の割合がわずかであるが増加してしまっている。『加算を継

続すべきか』を議論する必要があり、仮に継続するとしても『勤務時間短縮の計画作

成だけでなく、時間短縮の実績を要件化する』などの見直しが必須である」。

• 診療側の長島公之委員（日本医師会常任理事）

• 「医師働き方改革はこれからが本番であり、10数年かけて継続していかなければな

らない。地域医療体制確保加算の廃止などはあり得ない



パート４
医師の勤務環境への配慮

①休日夜間、当直体制

②総合入院体制加算

③多様な勤務形態



①休日夜間・当直体制など





②総合入院体制加算





③多様な勤務形態







パート５
タスクシェア・
タスクシフト

①現行制度で可能なタスクシェア・タスクシフト

②医師事務作業補助者

③特定行為研修修了者



①現行制度で可能なタス
クシェア・タスクシフト









②医師事務作業補助者









③特定行為研修修了者







特定行為研修修了者
配置による効果



















パート６
看護職員の負担軽減











介護福祉士配置の評価すべきか？

• 看護職員のタスクシフト先として看護補助者に移管す
ることが必要だが、真鍋医療課長は「看護業務補助者
は2014年以降減少している」

• 池端委員
• そろそろ介護福祉士の配置、診療報酬上の評価を検討しなけ
ればならない。

• 吉川久美子日本看護協会常任理事
• 介護現場ですら介護福祉士確保に苦労している。介護福祉士
は介護現場でまず活躍してもらう必要あり、診療報酬での評
価には反対である。

• 看護補助者のなりて不足が指摘されるが、一般国民がそもそ
も看護補助者の存在を知らない点に対策を取る必要がある。
看護補助者の正規雇用推進、研究・教育体制の充実、業務の
切り分け、明確化などにとr組む病院では、看護補助者の雇用
が継続されている。そうした取り組みへの評価を合わせて検
討すべきだ。





まとめと提言

・働き方改革では、B水準越えの医師数は思った

よりも少なかった
・労基法の宿日直規定のクリアが喫緊の課題
・医師の働き方改革で、特定行為研修修了看護師
へのタスクシフトは効果的

・しかし看護師業務のタスクシフト先の
看護補助者の減少が課題



医療介護DX
～コロナデジタル敗戦からＡＩまで～

• 武藤正樹著
• DXやAIはこれからの医療・介
護に必須である。
本書はDXやAIに関心がある方、
これから学ぼうとする方へ基
礎をわかりやすく解説した

• 発行：日本医学出版

• 2023年5月29日
• A5判
• 216ページ

• 定価 2,200円+税
マイナンバー
トラブルで大

ピンチ

https://www.hanmoto.com/bd/search/publisher/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88


ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで内科外来（月・木）、老健、在宅クリニック（金）を
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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